
宇治市監査委員公表第１２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定によ

り、市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、同

項の規定により当該通知に係る事項を次のとおり公表します。 

 

  令和７年５月３０日 

宇治市監査委員 

池 上 哲 朗 

松 岡 ゆかり 

真 田 敦 史 

 



１ 監査の結果を公表した日 

令和７年３月３１日（宇治市監査委員公表第７号） 

２ 当該通知に係る事項 

  次のとおり。 



監査対象　産業観光部　産業振興課

監査期間　令和７年１月６日～令和７年２月２１日

１

          宇治商工会議所

監査結果（指摘事項） 措置状況等（改善内容）

　出納業務及び契約事務につ
いて

　委託料の支払について、業
務完了前の支払が見受けられ
た。今後は適正な事務の執行
に努められたい。

　業務完了前の支払につい
て、支払処理時の確認が不十
分であったため発生したもの
であり、今後は二重に確認体
制をとり適正に支払事務を実
施するよう指導いたしまし
た。
　所管課として、適正な処理
が行われるよう、引き続き指
導してまいります。


